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Ⅱ アレルギー対応食提供の注意点

食物アレルギーのある修学旅行生等に対するアレルギー対応食の基本的な考え方は、 

安全性を第一に確保し、安心して楽しく食事をしていただくことであり、次の点に注

意 します。

⚫ 対象となる子どものアレルギーの原因物質を食材として用いない料理を、栄養面にも配慮して提 

供することとします。

⚫ 食品によっては加熱調理によるアレルゲン性の低下が可能ですが、旅行先であり、様々な環境条 

件の変化により、身体機能の変化も生じる可能性があるため、安全性の確保を第一優先と考え、 

アレルゲンを除去し、除去した食材に対して、代わりの食材を加えて提供することにより、症状 

をおこさずにおいしく食べることを目指した対応を原則とします。

⚫ 除去の対象とする原因物質は、食品衛生法により、加工食品の表示義務が定められている特定原

材料(卵、牛乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、くるみ、カシューナッツの９品目)とします。

⚫ 調理室内にアレルギー食調理用の専用スペース又は床にラインを引いた専用コーナーなどを設け、

他の調理からアレルゲンの混入を防ぎます。

⚫ 専用スペースや専用コーナーに入ったら、アレルギー食を作っているという意識を持つことが大

切です。

⚫ 調理器具は、洗剤で丁寧に手洗いすることで共用のものを使用することが可能です。

⚫ 納入業者から詳細な原料配合表を取り寄せ、特定原材料について納品每に確認します。業者の都 

合で普段と異なる商品が納入されたり、同じ商品でも原材料が変更される場合もあるので、每回 

確認が必要です。

⚫ アレルギー用に特別な調味料などを使用する場合には、保管方法や賞味期限切れに注意します。

⚫ 担当の調理員が、一定時間アレルギー食調理に専念できるように、全体の調理からの取り分けの 

手順、使用する調味料などの確認を複数で行い、ホワイトボードなどに明記しておきます。

⚫ 食札や作業手順書を必ず手元に置いて作業をします。

⚫ 複数の学校を同日に受け入れる場合には、受入時に学校名、食物アレルギー対応内容を十分、確

認の上で受入を行います。

⚫ 配食後、調理担当者以外の調理員か栄養士と一緒に食札と手順書を確認して、作業工程に間違い

がなかったか指さし呼称しながらダブルチェックをします。

⚫ その場で本人専用のトレイ等に料理、名札、食札を入れて、配膳します。

⚫ 弁当等による食事提供においては、アレルギー対応食が他と区分できるよう、箱等に表示をしま

す。
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  （R8.５月修正） 

食物アレルギーの子 京都おこしやすプロジェクト 

     食物アレルギー事前調査票（保護者記入） ＜京都府版＞  

※「記載上の留意事項」を参照の上、御記入ください。 

（フリガナ） 

児 童 ・ 生 徒 氏 名 

 
性別 男性 ・ 女性  

 

保 護 者 氏 名  

学校名（団体名）  学年・組    年  組 

連絡先（電話番号）  

旅 行 期 間     年   月   日   ～    月   日 

 

１．現在、医師に「食物アレルギー」と診断され、通院していますか。   

    ・定期的に通院している  ・１年以上、通院していない 

 

２．医師により除去が必要と診断されている食材について、除去該当欄の除去の要否に「○」を 

つけてください。※食材の加熱・非加熱等調理方法に関わらずアレルギーを起こす食材についてお答えください。 

ア レ ル ギ ー 物 質 除 去 該 当 欄 

１ 卵 ・除去が必要  ・除去は不要 

２ 牛乳 ・除去が必要  ・除去は不要 

３ 
小麦 ・除去が必要  ・除去は不要 

 しょうゆ ・除去が必要  ・除去は不要 

４ そば ・除去が必要  ・除去は不要 

５ 落花生 ・除去が必要  ・除去は不要 

６ えび ・除去が必要  ・除去は不要 

７ かに ・除去が必要  ・除去は不要 

８ くるみ ・除去が必要  ・除去は不要 

９ カシューナッツ ・除去が必要  ・除去は不要 
 

  上記以外に、医師により除去が必要と診断されている食品がある場合は、具体的な品目を  

下記にご記入ください。食材として用いないで調理を行いますが、加工食品については、表 

示義務がない食材であることから確認ができないことがありますので、詳細は個別にご相談 

させていただきます。 

 

 

３．食物アレルギーの症状が出た場合の治療薬をお持ちですか。    

・は い （飲み薬・注射 ）  ・いいえ 

「はい」とお答えになった場合、薬剤使用のタイミング、病院受診のタイミングについて主治医 

の指示を受けておいてください。 

 

 

 

 

本調査票は、食物アレルギーのあるお子様の校外活動において、宿泊施設、食事提供施

設における食の安全を確保するための資料とすることを目的とし、宿泊施設、食事提供施

設、学校及び旅行会社において共有するものです。その他の目的に使用することは一切あ

りません。 

また本調査票は、個人情報の取扱に留意の上、各機関・施設において責任をもちまして

保管・処分いたします。 

 以上の個人情報の取扱に同意の上、御署名いただき事前調査票を提出願います。 

 

     年   月   日  保護者署名                 



食物アレルギーのあるお子様の保護者様へ

京都府では、食物アレルギーのあるお子様に、安心して修学旅行等の校外活動(以下
「修学旅行等」という)をお楽しみいただくため、アレルギーの状況を事前にお教えいた
だく事前調査に御協力をお願いしております。

この調査票は、修学旅行等において、京都府内の宿泊施設、食事提供施設で食事を安全
に提供するために、学校を通して宿泊施設、食事提供施設に御提出いただくものです。

京都府内の宿泊施設、食事提供施設においては、提出いただいた調査票に基づき、食物

アレルギー対応食を提供させていただきますので、以下の留意事項を御確認の上、御記入

いただきますようお願いいたします。

なお、調査票につきましては、安全に食事提供を行うため、京都府内の宿泊施設及び食

事提供施設 • 学校 • 旅行会社で情報共有させていただきますので、あらかじめ御承知く

ださい。

食物アレルギーとは、食物を食べたり、触ったり、吸い込んだりしたときに、体を守るはず 

の免疫システムが過剰に反応しておきる有害な症状をいい、好き嫌いとは異なりますので 御留

意ください。

⚫ アレルギー対応は、表示義務がある特定原材料 (卵、牛乳、小麦、そば、落花生、えび、  

かに、くるみ、カシューナッツ)を対象とし、他の食品については対価出来ない場合が

あります。

⚫ 安全性を確保するため、別メニューになることがあります。

⚫ 誤配食を防ぐために、名札や座席指定などの対策を取らせていただきます。

⚫ 調査票の御記入にあたっては、主治医とも御相談の上、お子様の摂取状況を再度確認  

いただき、御記入ください。通院を中断されている場合には受診をお勧めします。

⚫ 調査票提出後、宿泊施設等から必要に応じてアレルギー対応に関して個別に御相談さ

せて  いただく場合があります。

全ての食材を同一環境で調理しており、調理器具等はアレルギー食専用のものを使用して  

いませんが、十分に洗浄するなど注意しています。

資料  2 .  保護者への依頼文書

（R8.5月修正）
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